
大阪駅前ダイヤモンド地下街 ｢ディーズスクエア｣ 使用規則 

 

(目的) 

第１条 この規則は、大阪駅前ダイヤモンド地下街（以下｢地下街｣という。）の｢ディーズス

クエア｣（以下｢スクエア｣という。）に関する平成１３年４月１日以後の使用につい

て、必要な事項を定めることを目的とする。 

(使用の申込み) 

第２条 スクエアを使用しようとする者（以下｢申込者｣という。）は、所定の使用申込書を 

   大阪市街地開発株式会社（以下｢会社｣という。）に提出しなければならない。 

（使用の承認） 

第３条  会社は、前条の規定による申込みを受けたときは、第４条に定める使用基準に基

づいて、必要な事項を審査し、その使用の承認の可否を決定するものとする。 

 ２  前項の規定により、スクエアの使用を承認したときは、申込者に対し、所定の使

用承認書を交付するものとする。 

(使用基準) 

第４条 スクエアは、来街者に対し、主として公共、公益的な情報及び新製品の展示、販売

促進やサンプリング、観光案内や広報などの情報を発信するためのスペースとして

使用するものとし、次の各号の１に該当する使用申込みについては、これを承認し

ない。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗に反するもの 

（２） 来街者に対し、不快の念を与えるもの 

（３） 物品の販売、金銭授受を伴う契約行為、但し、内容により許可する場合があ

る。 

（４） 地下街の管理運営に支障のあるもの 

（５） その他会社が不適当と認めるもの 

 ２ 飲食物の提供に関しては、別途必要事項を審査する。 

（使用時間） 

第５条 スクエアの使用は１日単位とし、使用時間は７：００～２３：００（準備、後片 

   付け等の時間を含む。）とする。ただし、会社の承認を得た場合は、この限りでない。 

 ２  使用料金は、１日につき３００，０００円（税別）とする。 

（使用料金の納入） 

第６条 スクエアの使用について、承認を受けた者（以下｢使用者｣という。）は、スクエア 

   使用料金を指定の納入期限までに、前納しなければならない。ただし、会社が特別

の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(使用料金の割引) 

第７条 会社は、次の各号の１に該当する使用について、規定使用料金の５割を超えない  

   範囲において、使用料金の割引を行うことができる。 

（１） 国若しくは地方公共団体、又は公共的団体において、公用、公共用又は、公



益事業の用に供するもの。 

（２） その他、会社が特に必要と認めるもの 

（承認の取消等） 

第８条 会社は、次の各号の１に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中  

   止することができる。                  

（１） 会社の管理運営上、やむを得ないとき 

（２） 天災事変その他やむを得ない事由が発生したとき 

（３） 指定した期日までに使用料金を納入しないとき 

（４） 承認した使用目的若しくは内容に反するとき 

（５） 使用者の不手際により混乱若しくは事故が発生したとき、又はその恐れが生

じたとき 

（６） 会社の承認なく、第三者に使用権の一部又は全部を譲渡若しくは転貸したと

き 

（７） 使用者の都合により、使用取り消しの申し出があったとき 

(使用料金の返還) 

第９条  既納の使用料金は、次の各号に掲げる場合を除き、返還しない。 

  （１） 前条第１号及び第２号の規定により使用の承認を取り消したとき、又は使用

を中止したとき        全額返還 

  （２） 前条第７号の規定により使用日の１ヶ月前までに使用取り消しの申し出があ

ったとき           ５割返還 

（注意義務等） 

第１０条 使用者は、使用目的に従って、事故が生じないように十分な注意をもってスクエ

アを使用しなければならない。 

  ２  スクエア使用に伴う事故等の損害賠償責任は使用者が負うものとする。 

  ３  スクエア内外の地下街施設、設備を毀損、汚損させた場合は、使用者の負担に

おいて原状に回復しなければならない。 

（イベントの設営及び撤去） 

第１１条 イベントの設営及び撤去は、使用者の責任において行うものとする。 

  ２  設営及び搬入の時間は、原則として、当日の７：００～１０：００とする。又撤

去の時間は当日の２３：００までとする。 

（その他） 

第１２条 本規則に定めのない事項については、使用者は会社の指示に従うものとする。 

 

      附  則 

 この規則は、平成１３年３月１日から施行する。 

 この改正後の規則は、平成１６年４月１日から施行する。       

 この改正後の規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 この改正後の規則は、平成２５年１月１日から施行する。 

  



大阪駅前ダイヤモンド地下街｢ディーズスクエア｣使用要綱 

大阪市街地開発株式会社 

１．使用申込方法 

 （申込の受付） 

  申込者は、主催者又は主催者から業務委託を受けた広告代理店とします。 

 （申込み手続き） 

  ア 使用の申込は、原則として使用日の６ヶ月前から受付けます。 

  イ 電話・手紙・口頭での申込みは受付できません。 

  ウ 所定の｢使用申込書｣に使用の目的、内容、その他必要事項を記入の上、企画書を

添えて申し込んでください。なお、使用目的、企画内容によってはお断りすること

があります。 

 （契約と使用料金の納入） 

   使用の承認は大阪市街地開発株式会社（以下、｢当社｣という。）が申込書の内容を承

認した場合に｢使用承認書｣をもって通知します。使用の承認を受けた方（以下、｢使用

者｣という。）は、使用料金（１日につき３００，０００円、税別）を指定の納入期限

までに、当社の指定銀行口座へ振り込んでください。納入期限を経過しても使用料金

の納入がない場合は、キャンセルされたものと見なします。 

２．キャンセル料について 

   使用申込書提出後、使用者の都合により、使用日の１ヶ月を切った時点で使用取消

の申出があった場合、キャンセル料として使用料金の１００％をいただきます。 

３．使用目的・内容の変更 

   ｢使用承認書｣発送後、ディーズスクエア（以下、｢スクエア｣という。）の使用目的又

は使用内容に変更が生じた場合、速やかに｢使用変更届｣を提出して下さい。ただし、

変更後の目的、内容によっては使用承認を取消す場合があります。なお、この際に生

ずる損害は使用者で負担願います。また、この場合の既納の使用料金は、返還しませ

ん。 

４．使用承認の取消 

   使用前に下記事項に該当する場合は使用承認を取消します。 

  ア 当社の管理運営上支障がある場合。 

  イ 当社の承認なく、使用者が第三者に使用権の一部、又は全部を譲渡あるいは転貸

した場合。 

  ウ 関係官庁・機関への届け出を怠り、許認可の手続が済んでいない場合。 

  エ 暴力団及び反社会的な団体等が使用、共催若しくは協賛していることが判明した

場合。 

  オ スクエア又は付属設備を破損させ、若しくは器物の滅失の生じる恐れのある場合。 



５．使用の中止 

   使用中に下記の事項に該当する事態が発生した場合、あるいはその恐れが生じた場

合には、直ちに使用を中止していただくことがあります。 

  ア 天災事変その他やむを得ない事由が発生した場合。 

  イ 当社が承認した使用目的若しくは内容に反する場合。 

  ウ 使用者の不手際により混乱若しくは事故が発生した場合、又はその恐れが生じた

場合。 

  エ 関係官庁より中止命令が出た場合。 

６．使用料金の返還等 

   前記４、５によって使用者に発生する損害については、その責任を負いません。ま

た、この場合、当社の管理運営上、やむを得ず承認を取消した場合及び天災事変その

他やむを得ない事由により使用を中止した場合を除き、既納の使用料金は返還しませ

ん。 

７．使用方法 

ア スクエアは、大阪駅前ダイヤモンド地下街内の施設です。来街者に対し、主とし

て公共、公益的な情報及び新製品の展示、販売促進やサンプリング、観光案内や広

報などの情報を提供する場として、地下街の管理運営に支障が生じない範囲で使用

していただきます。 

イ 使用時間      ７：００ ～ ２３：００ 

・ 使用は１日単位とします。 

・ 使用時間には準備には準備、後片付け等一切の時間を含みます。 

・ イベント時間は、１０：００～２１：００までとします。 

・ 上記の時間外の使用の場合は事前に届出、承認を得てください。 

  ウ スクエアの使用範囲 

     スクエア内の使用範囲は指定された区域とします。 

  エ 禁止事項 

     物品の販売、金銭の授受を伴う契約行為（当社が認めた場合を除く）、喫煙は禁

止します。また公道内でのチラシ等の配付は固くお断りします。 

  オ スピーカー等の音量について 

     大音量は、来街者に不快感を与え、また店舗の営業活動に支障となりますので

禁止します。 

  カ 使用日の１ヶ月前までに、設営・使用設備・施工図面・電気関係図・スケジュー

ル等の詳細について、当社に報告してください。 

  キ 搬入搬出と設備管理 

（１） 搬入搬出は作業届を提出のうえ、当社担当者の指示に従って行ってください。 

（２） 搬入及び設営は、原則としてイベント当日７：００～１０：００の間で、又



搬出は当日２３：００までに行ってください。 

（３） 搬入搬出に先立ち、当社担当者と搬入物品、搬入搬出口等について打ち合わ

せを済ませてください。 

（４） 搬入搬出に際しては、建物、施設を汚染、毀損しないよう所要の養生を行っ

てください。 

（５） 設営、撤去作業を行うに際しては、地下街の管理運営に支障を生ずる騒音・

振動・臭気・煙等を発する作業は禁止します。 

（６） 設営・デイスプレー用の材料は、全て防火防煙処理を施したものを使用して

ください。スクエア内での火気使用、危険物の持ち込みはお断りします。施

設設備等へのテープ貼り、アンカー、釘打ちはできません。 

（７） 展示物品の梱包材等の保管場所はありませんので搬出入の都度、お持ち帰り

ください。 

（８） 使用後は、原状回復して返還してください。その際に、撤去作業で生じた廃

材や機材などの処理及び使用後のスクエアの清掃については、使用者の責任

で行ってください。なお、原状回復後は当社担当者の点検を受けて下さい。 

８．免責及び損害賠償 

ア スクエア使用に伴う人身事故及び展示品の盗難、破損事故に関しては、その原因

の如何を問わず当社は一切の責任を負いません。 

イ スクエア使用に伴い、スクエア内外の施設、設備等を毀損、汚損、紛失させた場

合は、その損害額を負担していただきます。 

ウ 天災事変その他やむを得ない事由により、スクエアの使用が不可能となった場合、

既納の使用料金については返還します。ただし、この際の使用者側で発生する損害

については補償しません。 

エ 使用者は、スクエア使用期間中の損害保険契約を締結してください。 

オ その他本要綱に違反した場合の損害については、使用者に損害請求をします。 

９．官庁への届出 

   関係官庁、機関への届出等の手続は、使用者側の責任で行い、当社に不測の損害が

生じないように処理願います。 

１０．事前の届出 

   イベントに対するマスコミの取材や地下街内での写真、ビデオ撮影等については事

前に届け出て承認を受けて下さい。 

１１．その他の注意事項 

  ア 歩行者の通行を妨げないよう人員整理は使用者で責任を持って行ってください。 

  イ スクエアの警備、展示物等の保全管理は使用者で責任をもって行ってください。 

  ウ 私物等は使用者にて保管、管理をお願いします。 

  エ 責任者は必ずスクエアに常駐してください。 



以 上  

 

      

   

 

         (お問い合わせ先、申込先) 

        〒５３０－０００１ 

大阪市北区梅田１丁目３番―１－８００号 

                                大阪市街地開発株式会社 企画部 営業推進室 

Tel ０６－６１４７－６１０６ 

Fax ０６－６３４５－００６１ 

 

 

  

 

    


